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第７章 林業労働論

Ⅰ 林業労働論の研究動向

１． はじめに

我々人類にとって森林は過去から現在に至るまで一貫して様々な面で深いかか

わりを持ち続けてきている。自然と直接的に対峙するのが林業労働であり，林業

労働は森林と直接的に対峙した労働である。よって林業労働は一般の産業の労働

とは異なった特殊な労働であると言える。社会の発展の様々な段階において果た

す役割によって森林と人間の関係は大きく三つの発展段階に分けることが出来

る。その最初の段階は人間にとっての森林が生活手段として，自然的富としての

森林として機能する段階である。次の段階は木材を中心とした生産手段として機

能する段階である。そして最後の段階は森林が社会的共通資本として多面的諸機

能を果たすことを総合的に認識する段階である。森林と人間との関係はこのよう

な森林の存在を前提として，森林からの採取林業として出発し育成林業段階に至

り，現在は森林の多面的諸機能を重視した育成林業段階にあると言える。これら

の三段階を通して森林と対峙する林業労働は大きく育林労働と伐出労働に二分さ

れる。伐出労働は我々人類の祖先が木材の採取を始めた時点から現在に至るまで

存在し続けている。また育林労働は育林労働が始まって以来存在している。両労

働とも今後も森林に対する働きかけとして存続し続けるであろう。

林業労働の特徴は森林の果たす多面的諸機能，特にその中で大きな比重を占め

る商品としての木材及びその生産技術の特殊性によって先ず規定されている。一

般的には，労働の粗放性，就労の形態としての兼業形態，労働の質的内容として

は重激であること等が林業労働の特徴と言われてきた。育林労働においては植え

付け下刈り等に作業ピークが存在し，季節的に労働力需要量が異なっている。一

般に林業労働は降雨や積雪，風等の気象条件に左右され，年間就労日数の確保が

難しい。またこのことに規定されて古くから育林労働の特殊性として，以下の６

点が上げられてきた１）。①集団的協業労働であること。②移動的労働であるこ
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と。③熟練労働であること。④危険かつ過激な労働であること。⑤休日及び労働

時間等について厳密に規定し難い労働であること。⑥雇用関係は断続的かつ当座

的であること。

このような特質を持つ林業労働に関して，過去から現在に至るまで多くの林業

労働研究者が数多くの業績を積み重ねてきている。本稿においては戦後における

林業労働問題研究に関して整理することを試みたい。

尚，林業における労働過程を実際に担っているのは林業労働者であるが，林業

労働者は単独で行動するのではなく通例「組」と言われる作業組織を編成し就労

している。この「組」の成立要因は以下の如くに考えられよう。すなわち林業の

労働過程は人間が自然に直接的に対峙し，かつ木材が大量貨物であり単独の労働

者の肉体ネルギーでは取り扱い難いために，また人里離れた林地内での作業であ

るため危険防止の意味合いからも，共同労働の組織が存在しておりそれが「組」

なのである。かかる労働組織は，我々人類による木材の採取が行われ始めた古代

から現代に至るまで，謂わば歴史貫通的に存在し続けてきたと言っても過言では

ない。

しかし，この林業労働者が就労の場としている作業組織「組」は，歴史的に見

て見ると，その性格を変化させてきている。そのことに規定されて，林業労働に

関する諸問題の発生形態もまた変化してきていると言えよう。林業労働問題を考

察していく場合には，実際の林業労働の労働過程を担当している作業組織にまで

下りてから考察を始める必要がある。尚，林業における作業組織としての「組」

組織の規定要因としては，①その時代時代の社会経済情勢，②社会経済情勢に規

定される経営の社会的タイプとそれに固有な労働力の質的水準，③労働手段の発

達段階とそれに規定される技術段階，④労働対象としての森林の性格，⑤木材市

場の影響や，森林の多面的諸機能を増大させる為の経営の生産方向，以上の五つ

の要因が上げられよう２）。

なお本稿における整理の時期区分としては，戦後復興期まで，高度経済成長期

以降バブル経済期以前まで，所謂バブル経済期以降現在までの三期の時期区分を

行って，「組」論から出発して林業労働問題に関して戦後の研究動向を把握する

こととしよう。

２． 戦後復興期までの林業労働研究の展開

我が国農山村は，戦前においては所謂半封建的寄生地主制の下の地主小作関係

が存在し，多くの農民は小作農民として収穫物の五割から七割にも及ぶ高率小作

料を負担しており，かつ耕作可能面積が限られていたために一般小作農民の生活

は苦しかった３）。小作農民の次三男以降に生まれた子供たちの生活は苦しく，貧

しさゆえに結婚も不可能な者も多く，相対的過剰人口として滞留し，農山村には

豊富な労働者予備軍が存在していた。彼らが農山村から都市に流出しても労働市

場が不完全なために賃労働者として純化しきれずに，都市においても相対的過剰

人口として滞留し，多くは貧困層を形成していた。

我が国の明治末期から大正昭和戦前期にかけては，奥地天然林の伐出が盛んに

行われていた。我が国産業界における大手資本として成長した幾つかの企業は，

この時期に所謂資本の原始的蓄積過程を奥地原生林や天然林の伐出を行うことで

成し遂げたのである。また吉野，西川，秋田，木曾等の所謂有名林業地において

は，其々の地域に相応しい育林技術体系，伐出技術体系が構成されていた４）。こ

れらの労働過程を担っていた作業組織は，元請下請け関係の下で重層的に形成さ

れていた。それでは，当時の林業労働過程を担っていた，最末端の作業組織であ

る「組」組織を見て見よう。

当時の作業組織「組」は所謂「組頭制」の下にあった５）。これは零細な小作農

民及び彼等の次三男或いは都市の貧困層から析出された労働者を基盤としてい

た。当時の技術段階は未だに低位にあり，伐採は鋸，斧，鳶，鉈等の道具を使用

しており，生の労働に依存する部分が大部分であった。造林は単純協業による

「組」組織によって担われていた。出材は自然力を利用した山落とし，シュラ，

サデ等の技術によっており，担ぎ出しや木馬等の利用や，牛，馬等の畜力の利用

等，其々の地域の自然的社会的風土条件に対応した技術体系が構築されていた。

また運材は河川を利用した管流，筏流が行われていた。よって人間の生の労働力

に依存する割合が高く，「組」の構成人員は非常に多く，数十人の労働者集団が

大量貨物である木材を単純協業によって伐採し，搬出していた。当時の「組頭
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制」は資本の前期的性格，雇用の不安定性，技術の低い段階，労働者の無権利状

態とも結びついた封建的な労働組織であった。この「組頭制」の下で就労してい

た労働者は常に組頭によって中間搾取を受ける危険性を有し労働者の基本的人権

が無視される可能性と現実性を持っていた。組頭を単位とする管理に終始し，

個々の労働者を対象とする労務管理の組織ができて，いなかったため，労務管理

の合理化が全く不可能であった。組頭制度は労働力の再生産を不円滑にし，終局

的に労働力の維持，発展を不可能化ないしは抑制した。

戦前期における労働政策を見て見ると。１９１１年工場法，１９２２年健康保険法，１９３１

年労働者災害扶助法，１９４１年労働者年金保険法（１９４４年厚生年金保険法）などの

最低限の労働力保全政策は採られていたが，林業労働者は制度の恩恵とは全く無

関係で低就労条件の下で就労していた。

１９４５年の敗戦の後，我が国は米国を主体とした占領軍の支配下に置かれた。占

領軍の指令によって，財閥解体，農地改革，労働の民主化政策が行われた。連合

軍総司令部が指示し，日本政府が実行した労働政策は，労働者一般に団結権，団

体交渉権を付与し，軍事的，半封建的な各種の労働慣行や労働諸制度を払拭し，

少なくとも欧米先進国並みの制度的水準の達成を目指していたと言える。１９４５年

には現在の労働者災害保険が拡充され，民間林業労働者が初めて労働政策の対象

となった。しかし適用水準は立木伐出業，造林事業，製薪炭事業の延べ千人以上

の雇用事業所であり，制度の恩典にはごく一握りの恵まれた労働者が浴すること

ができたのみであった。

１９４６年に労働関係調整法，１９４７年労働基準法，１９４９年労働組合法が制定され，

所謂労働三法が出揃った。１９４７年職業安定法，失業保険法，１９４８年公共企業体労

働関係法（１９５２年公労法改正で国有林野事業にも適用），等の一般労働政策の枠

組みが構築されたが，国有林を除いて一般民有林業にまでは及ばなかった６）。

この時期には戦後の労働民主化政策及び労働組合運動の盛り上がりの中で，林

業労働の社会科学的な先駆的な研究も小関隆棋氏，藤本武氏らによって行われて

いた７）。そしてそれ以降林業労働に関する研究が，戦前の日本資本主義論争との

関わり合いから幾多の論客たちによって実態調査結果を下に行われ，活況を呈し

ていた。

３． 高度経済成長期以降バブル期まで

我が国で１９５０年代中葉には経済も復興し戦前並みの水準にまで戻り，より一層

の発展を目指していた。この時期の初期はエネルギー革命が薪炭生産を崩壊させ

た時期であった。戦後直ぐからの戦災復興のための木材需要は旺盛であり，土木

用材及び建築用材，住宅用材需要は高まっていたが，当時は未だに木材輸入は外

貨資金割り当て制度の下で加工貿易の輸出用合板製造の原料としてのラワン材の

輸入のみが行われているのに過ぎなかった。よって必要な木材はほぼ全て自給し

なければならず，国産材市場は活況を呈しており，造林，素材生産ともに活発に

行われていた。造林の担い手は農地改革で小作地が自作地になった農家林家であ

り，また国有林においては，地元集落の愛林団体の活用も見られたし，自前の労

働者の活用も見られた。とは言え１９６１年の木材価格緊急安定対策に始まり，我が

国で外材輸入が本格化する１９６０年代中葉までの間は，所謂我が国の国産材時代で

あり，林業特に森林所有者，素材生産業者，国産材製材業者，木材流通業者は我

が世の春を謳歌していた。

しかし高度経済成長を背景として農山村が林業労働の独占市場ではなくなって

きた。また第二次，第三次産業の発展を支えた技術の急速な進歩が，林業機械の

導入と実用化を促した。当時の林業技術の発展の担い手は，国有林野事業が牽引

力となっていた。伐出過程の機械化の推進，育林過程における林木育種，林地肥

培，除草剤，育林機械の導入などが行われた。１９５８年からの国有林野事業におけ

る生産力増強計画，１９６１年の木材増産計画などの実施が梃子となったと言えよ

う。また洞谷丸台風を契機とする林業，特に伐出過程における機械化の進展はチ

ェーンソー，刈り払い機，集材機，トラクター等の導入をもたらした８）。

当時の林業労働者の状況は如何様であったのであろうか。それを見る為には労

働過程の性格の変化を見ることが必要となろう。この時期は旧来からの伐出技術

体系が大きく変化する時期であったと言うことができよう。すなわち手鋸からチ

ェーンソーへの移行，地域によっては架線集材技術体系への移行がもたらされ

た。このような機械化の進展は「組頭制」の基盤を切り崩す意味を持ってい
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た９）。「組頭制」から近代的雇用関係への移行は，労働手段の変化によって身分

関係重視から作業能力を土台とした「組」制度への移行を齎した。この段階の作

業組織「組」の性格を見てみよう。共同労働の組織としての歴史貫通的な性格を

先ず土台としている。そして次のあげられる性格は，自生的な独立の作業集団で

あり，気の合った仲間同士で雇用主からはフリーであり，「組」内部の性格を見

るとフラットであった。フリーとは「組」が資本に専属化するのではなく，すな

わち労働者が特定の集団に雇われることが前提となって二次的に形成されるもの

ではなく，それぞれの地域内に存在する「組」の技能を資本の側が秤量する中で

必要に応じて雇い入れるという性格のものであった。また，「組」も自己で労働

手段を所有する請負業者的なものから，雇用主の労働手段を使用するものまで

様々なものが存在した。「組」構成員の多くは農業をも営んでおり，所謂半農的

性格を持っていた１０）。

しかし我が国の高度経済成長開始後の木材需要の活発化の中で木材価格が高騰

し，政府は１９６１年には木材価格緊急安定対策を講じて外材の輸入を開始し，港湾

整備，港湾貯木場，外材製材団地に至るまでを国家投資で整備した。これを端緒

として外材輸入が増大し１９６０年代末には所謂外材支配体制と言われるに至るまで

外材輸入が激増したのである。

我が国の高度経済成長に伴う太平洋ベルト地帯を中心とする都市部の旺盛な労

働力需要と，一般労働政策での本格的な労働力流動化政策の採用，基本法農政及

び基本法林政の実施，農林産物の輸入自由化に伴って農林業生産の縮小再生産構

造への移行は，限界地農山村の位置を伐境外耕境外へと後退させ，農林業からの

撤退と，都市部へ向けての人口の流出を齎した。このことに規定されて林業労働

者の再生産構造の弱体化が齎された。政策の側もそれまでの政策対象を個別林家

から森林組合へと移していった１１）。また当時の半農的労働者より構成されていた

「組」組織の多くは森林組合作業班や大手素材業者の下に形態的に包摂される道

を選びつつあった。森林組合の多くは自前の労働者を雇用し作業組織「組」を編

成した。とは言え当時の作業班の多くは旧来からの部落組織や愛林団，「組」組

織を形態的に包摂したものが多かった。また大手の素材業者も旧来からの「組」

組織を自己の作業組織に再編する傾向を強めた。

林業労働者の多くは未だに半農的性格を持った労働者であったが１２），農の部分

の比重の低下と空洞化が進んできており，安定的な収入で生活を支えうる水準に

ある林業労働者ではなくなってきていた１３）。家族員の多就業形態で生計を維持す

る場合が多く，所謂土地持ち労働者への道を歩んでいた１４）。他方においては，林

業労働力の新規補充の不可能化と高齢化が徐々に進行しており，林業労働者の不

足基調が定着していた。

それではこの時期に講じられた一般の労働に関する施策を見てみよう．１９６１年

には雇用対策法が施行された。１９７２年には労働安全衛生法，１９７４年には失業保険

法の改正と雇用保険法の制定等が行われた。

この時期の林業労働に関して講じられた施策を見てみよう。先ずあげられるの

が１９６４年に制定された林業基本法の第１９条で「国は林業労働に従事する者の福祉

の向上，養成及び確保を図るため，就労の促進，雇用の安定，労働条件の改善，

社会保障の拡充，職業訓練の事業の充実等必要な施策を講ずるももとする。」と

明確に規定されたことである。これに基づき，林業労働対策が林政の主要な一環

として位置づけられた。第１９条の条文の中にあるが如くに，基本法林政の林業労

働政策の二本の柱は，林業労働者の福祉の向上，林業労働者の育成及び確保であ

った。

この二本の柱を現実のものとすべく採用された政策の主たるものとしては，①

社会保険への加入促進，②労働安全技能研修，③労働力の需給調整の三つがあげ

られよう。

①社会保険への加入促進

我が国山村に存在していた労働者としては，林業労働者，土木建築労働者，出

稼ぎ労働者と言う半農的臨時就労的性格の強い兼業労働者が上げられる。この中

で民有林の林業労働者は雇用主が零細な素材業者や林家であり，他の職種の就労

者に比べると各種社会保険の適用においてデメリットが存在しており，適用水準

は非常に低かった。この状況を改善するために社会保険への加入促進政策が採ら

れるに至った。１９６５年には一人親方にも労災保険加入の道を開く制度的枠組みの

整備が行われた。また健康保険，厚生年金保険，失業保険を林業労働者にも適用

することを，零細な雇用主の下で不安定な就労状態にある林業労働者を森林組合
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作業班として再編する形で実施し，作業班員に対してこれら社会保険への加入の

道を拡大した。１９６５年には林業労働力対策事業，１９７０年には林業労働力流動化対

策事業がその為に採られた。しかし森林組合を主たる受け皿とした施策であった

ため，森林組合作業班員以外の林業労働者は適用の対象外であった。

１９７４年に失業保険法が改正され雇用保険法が制定された。短期雇用の特例の任

意適用事業で農林水産業が認められ，積雪により失業を余儀なくされている労働

者たちの冬季の生活困難が幾分なりとも解消に向かった。林業は余りにも特殊な

産業であるが為に，１９６９年に創設された中小企業退職金共済制度をそのまま適用

することは不可能であった。そこで類似の産業である建設業，清酒製造業を含め

て労働者に退職金制度を適用しやすいように特例を作った。これにより退職金の

給付が個別の企業を退職する時にではなく，その業界の仕事をリタイヤーすると

きに行われることとなった。しかしこの制度で言う特定業種の指定を受けるため

には業界の三分の一以上の事業体が加入することが必要条件となっていた。そこ

で１９７４年から１９８１年にかけて中小企業退職金促進事業が実施され，１９８１年に中小

企業退職金制度の特例の林業退職金制度が実現した１５）。

このようにして林業労働者に適用可能な社会保障制度の枠組みとしては，土木

建設業の中小企業並みにまで制度の改善が行われた。この社会保障制度の枠組み

の整備は林業労働者を専業労働者化するベクトルを持っていた。

②労働力の需給調整

１９７０年代から林業労働力流動化対策事業が実施された。この事業は林業労働力

の流動化を促進することにより，彼らが年間を通じて就労できるようにして，所

得水準を上げかつ適用の遅れていた社会保険への加入条件をも整備するものであ

った。森林組合や林業事業体の施業計画を複数の市町村を纏めた地域或いは県全

域にわたる範囲で把握する。その為に都道府県レベルの労働力需給調整会議を開

催するものであった。

③労働安全，技能研修

林業労働は他産業に比べて労働災害の危険性が大きいし，その度数率強度率も

高い。またチェーンソーの使用と共に急増した振動病に対する対策も大きな課題

であった。一般に労働災害は技術革新を伴う近代的な技術を資本主義的に採用す

ることによって発生する。近代的技術は労働災害を発生させる可能性を強く持っ

ているが，その因果関係が解明される前に，技術革新は生産ラインで採用され，

資本によって特別剰余価値の取得，利潤の追求の手段として利用される。もし導

入の段階で十分な災害防止の手段が講じられれば，労働災害の多くは防げるもの

であった。労働災害の発生の直接的な原因には，労働者の疲労，不完全な労働手

段，労働者の不習熟，労働者の不満，労働者の生活条件の五要因が考えられる。

労働災害率は産業によって格差が大きく，林業は鉱業，建設業と並んで度数率

が高く，その中でもトップの水準にある。また災害率は企業規模にも規定され，

中小企業，零細企業と小零細化していくにつれて労働条件も悪くなり高くなって

いる。

労働災害防止に関しては，１９７１年までは労働基準法第５条が適用されていた

が，１９７２年以降は労働安全衛生法によっている。

戦後復興期から高度経済成長期にかけては，我が国における国産材自給率が高

い時期であったが，チェーンソーや集材機を使用した小面積皆伐から大面積皆伐

にいたる機械化と合理化の波は，国有林に端を発し，ほぼ１０年のタイムラグをも

って民有林にも押し寄せた。労働過程の性格の変化は労働者を専業化させる方向

への性格の変化，資本の性格の変化をもたらした。また振動加速度の大きい不完

全なチェーンソーの爆発的な普及と使用は林業労働者の肉体を徐々に蝕み，振動

障害（白蝋病）患者を激増させた。国有林労働者にはじまり民有林労働者の多く

が振動障害（白蝋病）に苦しみ，公務上の認定患者及び業務上認定患者が激増し

た１６）。１９６６年には振動障害（白蝋病）が職業病として認められた。それ以降一連

の振動障害（白蝋病）対策が採用されることとなった。また機械の改良も進めら

れ，国有林で初めて振動障害（白蝋病）が発生してから２０年でやっと新規患者の

多発を食い止めることが可能となったのである。この振動障害（白蝋病）問題の

解決に向けての取り組みに果たした山林労働組合，農村労働組合，全林野労働組

合，総評の役割，及びヒューマニズムに則った全国の医師団の役割には大きなも

のがあった。彼等の科学的調査結果が行政を動かし，国段階，都道府県段階にお

ける振動障害（白蝋病）対策の枠組みを構築させ，機械の改良・改善を加速させ

たのであった１７）。この振動障害（白蝋病）患者の多発は，林業労働へ新規参入し
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ようと考えていた若者たちに，新規参入への躊躇をさせたことも事実である。外

材支配体制の深化に伴う低材価による資本の弱体化と相俟って，この振動障害

（白蝋病）問題も現在の林業労働力不足問題の源流となっていたのである。

４． バブル期以降１９９０年代末まで

１９８０年代末における我が国の所謂バブル経済期への移行に伴って，我が国全産

業において労働力不足が顕在化した。特に我が国産業の最外延部に位置する林

業・木材産業においてはこの労働力不足がより厳しく発現した。我が国の１，０００

万 ha以上に達する人工林の序々なる成熟化と手入れ不足，国産材の供給，森林

の持つ他面的な機能の発揮に労働力の面から警鐘が鳴らされる事態に立ち至っ

た１８）。

一方山村における過疎化の進展と人口の社会減から自然減への移行が進み，山

村・林業存立の危機が進んできていた。このような中で，旧来からの供給源から

の林業労働者の再生産は不可能化してきていた。１９９０年代には国有林野事業の経

営的危機に端を発し，緑と水の源泉である多様な森林の整備と，国産材時代を実

現するための条件整備という二つの基本課題からなる林政審議会答申が出さ

れ，１９９１年には森林法等の改正に関する法律が成立した１９）。これ以降森林の流域

管理システム政策がスタートすることとなった。この流域管理システムの実施の

為にクリアーしなくてはならない主要課題の一つとして，林業労働対策が解決を

迫られた緊急の課題として浮上した。そこで林野庁に林業労働対策室が設置され

た２０）。

この時期に台風１９号が我が国の杉先発造林地帯の九州を直撃し甚大な被害を与

えた。これを契機にハーベスター・プロセッサー・タワーヤーダー・スキッダ等

の所謂高性能林業機械化が展開し始めた。高性能機械化には林業労働にとって大

きな意味合いが存在している。すなわち林業労働は３K労働（危険，汚い，きつ

い）と呼ばれて来ていたが，その多くの部分を高性能機械化によって払拭するこ

とが可能となったことである。すなわち前述の如く林業における作業組織「組」

は木材という大量貨物を扱うと言うことから，単純協業や協業に基づく分業体制

が必要とされてきたのであるが，伐出技術水準の高性能機械化段階への到達は旧

来からの生の労働を機械による作業に置き換えることによってその必要性を減少

させた。このことによって危険で汚くきついと言われてきた林業労働のイメージ

を一新させた。また労働過程の性格の変化はそれに関わる労働者の性格を変質さ

せた。すなわち旧来からの熟練技能労働の多くの部分は，機械を扱うオペレー

ターの労働へと変わった。オペレーターはコンピューター化されたコックピット

内での労働に対応できる，若くて各種の運転技能等を有する労働者が主力とな

り，女性のオペレーターも活躍し始めていた２１）。とは言え高性能機械化段階にお

いても，我が国の複雑なかつ急峻な林地の地形状態に規定されてフェラーバンチ

ャー，タワーヤーダー，ハーベスター，スキッダ，プロセッサー等の作業機の臨

機応変の組み合わせの選択が必要となってきている。また我が国の零細分散的な

林地所有形態に規定された集団的施業の問題も存在している。伐倒に関してはチ

ェーンソーの使用が我が国においては一般的であり，この伐倒過程を複雑な地形

の我が国の森林において機械化するための歩行型タイプ等の新たな高性能機械化

に向けての努力が行われている。これが実現すれば掛かり木等に起因する重大労

働災害事故の激減に繋がるであろう。

高性能機械化段階に到達しても，基本的には「組」作業は存在しているのであ

る。高性能機械化段階における「組」を構成する労働者の性格は以前の段階の労

働者の性格とは異なっていると言えよう。すなわち「組」構成員の殆どは林業労

働に新規参入した若手労働者であり，彼らは旧来からの半農型労働者ではなく，

また土地持ちの労働者でもない。彼らが所有しているのは彼ら自身の労働力のみ

であり，デファクトの賃金労働者である。また彼らは他業種から林業労働へ新規

参入した訳であるから林業労働に関しては未熟練労働者であるとも言える。しか

し彼らは言わば旧来の生の労働による林業労働とは異質に近い高性能機械化段階

における労働に従事するオペレーターとしての労働に関しては，かえって習熟が

早く第一線で活躍しているプロの労働者であるとも言える。彼等の給与の支払い

形態は月給制で社会保障も完備している場合が多い。このような機械化を担当す

る資本として，第三セクターの林業会社，先進的な取り組みを行う森林組合や素

材業者等の幾多の事例も存在している２２）。
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このように林業労働の近代化に向けてのベクトルを高性能機械化が確実なもの

としたことは事実である。この高性能機械化の展開要因を見てみると次の五点が

考えられよう。①我が国の戦後造林木が大量に成長してきており，要間伐施業林

地が増大してきたこと。②我が国の林業労働力は一貫して減少傾向を辿っており

バブル経済期以降は限界地的産業である林業で就労する労働者確保問題が我が国

林業の重要な課題となってきていたこと。高性能機械化は林業労働者の確保にお

いて大きなメリットを持っていたこと。③円高基調の定着及び多国籍林業資本の

展開による外材支配体制のより一層の進化によって，我が国の素材生産業者は低

コストの伐出生産を求められていること。④欧米の林業国と言われている国々で

は既に高性能機械化の技術段階に到達しており，各種の情報が比較的潤沢に入っ

てきていること。また高性能機械のハード面に関しては我が国もその販売網に商

社資本を介して組み込まれていること。これに対抗するために国内メーカーも技

術開発と販売に本腰を入れて取り組んでいること。⑤全世界的な地球環境問題認

識の高まりの中で，今までのように外材に頼り切るだけではなく，一定程度は国

産材を生産する必要が生じたこと。以上の諸要因によってこの時期に機械化への

動きが加速化したのである。この機械化の動きに関しては，我が国の自然的社会

的風土条件に根ざし，それに適応した機械化を模索する中で地道な対応が必要と

されて，これ以降我が国メーカーは日本の風土条件に相応しい機種開発に着手し

地道な努力を続けてきている。この高性能機械化段階への到達は，林業労働の非

常にきつくてかつ危険な労働部分から林業労働者が解放される可能性を十分に持

つものであり，悲惨な労働災害や職業病に苦しむ林業労働者をもうこれ以上発生

させないためには不可欠な機械化段階への移行と言えよう。しかし外材支配体制

の下にある我が国木材市場の下では低コストの側面にベクトルを向けすぎると，

せっかくの労働災害，職業病減少の大きなチャンスが遠のくばかりではなく，伐

出跡地の林地の荒廃や施業放棄問題等に起因する環境問題を発生させる危険性を

も内包した機械化段階への移行とも言えよう。

この時期には林業労働政策に関しても，旧来からの林野庁による施策の枠組み

に加えて国土庁，自治省，労働省等の施策が次々と講じられるようになってき

た。これは一方において林業の枠組みのみでの林業労働者の雇用改善の限界が認

識され，森林の持つ多面的な諸機能との関わりからの森林の担い手対策が行われ

始めたことによっていた２３）。また他方においては林業の枠組みのみでの林業労働

者の雇用改善の限界も認識され始めた。しかし他方においては世界の林業の基本

的方向が採取林業から育成林業に転換し，木材貿易が丸太から工業製品の貿易へ

と転換する方向への動きも着実に進みつつあった。

林野庁，国土庁，自治省が一体となって森林・山村検討会で検討を加え，１９９３

年以降毎年森林・山村対策を講じ林業労働基金やふるさと林道等の施策を行っ

た。

林野庁は１９９３年度には全国に流域林業サービスセンターを設置し，林業事業体

が行う各種担い手対策に助成を始めた。造林間伐事業の補助単価を引き上げ，林

業労働者の賃金はじめ就労条件向上を狙う施策を行った利，林業労働者の福利厚

生施設の整備に必要な資金の無利子貸付を実施した。その後流域林業管理セン

ターが各流域に設置されて流域管理システムの一環としての林業労働政策が実施

されることとなった。

労働省においては労働基準法を林業労働者にも完全適用すべく努力を重ねてき

ていたが，１９９４年４月１日（猶予期間は１９９７年３月３１日）をもって労働基準法の

就業規則及び休日の規定の林業への適用除外が廃止され，林業にも完全適用され

ることとなった２４）。

このようにして１９６４年に制定された林業基本法第１９条の，「国は林業労働に従事

する者の福祉の向上，養成及び確保を図るため，就業の促進，雇用の安定，労働

条件の改善，社会保障の拡充，職業訓練の事情の充実等必要な施策を講じずるも

のとする。」との精神に則り，各種の取り組みを行ってきたわけであるが，労働

条件の改善面では林業基本法制定移行３０年にして，ようやく他産業並みの枠組み

を構築することとなったのである。しかし枠組みが整備されても林業事業体の体

力が弱く，適用し実施する際に肉離れを起こしたり，新規参入林業労働者が存在

しなければ問題は解決しない。

１９９６年の第１３６通常国会において農林水産省と労働省が共管で林業事業体の経

営，雇用管理の改善を促進することにより，林業労働者の確保を図ることを目的

とした「林業労働力の確保の促進に関する法律」が林野三法の一つとして成立し
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た２５）。この法律の内容は以下の如くである。第１条の（目的）において「この法

律は，林業労働力の確保を促進するため，事業主が一体的に行う雇用管理の改善

及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者

の就業の円滑化のための措置を講じ，もって林業の健全な発展と林業労働者の雇

用の安定に寄与することを目的とする。」と規定している。第３条，農林水産大

臣は林業事業体の経営，雇用管理の改善に関する基本方針を定めなくてはならな

い。第４条，都道府県知事は国の基本方針に即して，事業体の育成強化，事業量

の確保，機械化の促進，雇用の安定化，労働条件の改善，教育訓練の充実等に関

する基本計画を定めることができる。第５条，事業主は，経営・雇用管理の改善

計画を作成し，都道府県へ申請し，認定林業事業体として認定を受けることがで

き，都道府県は認定林業事業体に対して支援を図る。第１１条，都道府県知事は林

業労働力確保支援センターを一個に限り指定することができる。第１２条，支援セ

ンターの業務は，①労働者の委託募集，②新規参入労働者への研修の実施，③就

業支援資金の貸付，④林業機械の貸付，⑤機械利用研修の実施，⑥林業労働力確

保に関する情報収集・提供等である。

このように１９９０年代後半以降の労確法に基づく林業労働政策は，一般の労働政

策の枠組みを林業と言う特殊な産業に適用する基礎的な条件整備を，林業におけ

る資本としての林業事業体をも政策の対象に組み込む中で実施し，林業労働力を

確保することを目的としているものであった。

林業労働問題で資本対賃労働の問題が前面に出たのは高度経済成長期における

国有林において，及び同時期における山林労働組合，そして農村労働組合の運動

であり，外材支配体制の深化と共に資本が弱体化し，また労働組合の運動も職業

病認定闘争や職場復帰闘争が主体となるなど，労働組合運動は地道な各種取り組

みが行われているのにとどまっていた２５）。その原因は外材支配体制の定着のも

と，我国最大の林業経営体である国有林が独立採算制の特別会計制度の赤字に規

定されて直営部門の請負化を徹底的に推し進め労働者を切り離し，労働組合の力

量が低下したことによっていた。また民有林においても外材支配体制の深化の中

で林業における資本が弱体化し，資本対賃労働の枠組みが機能しにくくなったこ

ともあげられよう。

林業基本法第１９条の規定の実現のために各種の取り組みが行われてきたが，現

実は高度経済成長期以降の労働者不足の定着化に伴い，一貫して専業的林業労働

力確保のための施策の枠組みが構築され実施されてきたといえる。しかし外材支

配体制に規定される現実の変化があまりにも早く厳しく進行しすぎたために，結

果的に後追いの施策となってしまった感を否めない。ところが林業の資本の側に

はこれらの施策の枠組みに対応できるだけの力量を有する事業体はほんの一握り

しか存在しておらず，殆どの事業体は自己の存立基盤を維持することで精一杯で

あり，林業労働者の福利厚生制度の枠組みの拡充に伴う諸負担増は経営の存立基

盤を脅かすことになりかねない状況にあった。そこで林業における資本に対する

諸施策が林業労働諸施策の枠組みに包含されることとなった。

５．２１世紀に入った現在における林業労働研究の現状

２００１年には１９６４年以来我が国林政の基本法規となり続けてきた林業基本法を森

林・林業基本法へと３７年ぶりの改正が行われた。我が国林政は森林の木材生産機

能を発揮できる枠組みを整備することで森林の多面的諸機能をも発揮可能とする

ことが可能であるとする，所謂予定調和論に基づいた産業としての林業政策を実

施してきた。しかしこの枠組みが，戦後造林を営々として続けてきた１千万 ha

に及ぶ人工林が成熟し造林当初設定された伐期に到達しつつある現在，多国籍林

業資本や多国籍コンサルタント資本がグローバル化した世界木材市場を制覇し，

我が国林業は産業としての自立的展開が殆ど期待できない状況に陥ってしまい，

所謂予定調和論が機能不全に陥ってしまった。そこで森林の多面的諸機能を前面

に押し出した形での林政の枠組みが採用されたわけである。とは言え適切な森林

管理を実施することは我が国森林の資源構成からして不可欠であり，かつまた森

林の二酸化炭素吸収源としての機能が求められている現在，森林管理労働は早急

に実施されなければならない状況にある。森林管理労働者の確保養成が緊急の課

題となったが，旧来からの枠組みでは団塊の世代がリタイヤーした後の確保の目

途が全くつかなかった。

我が国の経済は２０００年代に入っても構造的不況期を脱出できずに，一方におけ
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るグローバリゼーションのより一層の展開により我が国企業の中国や東欧等への

海外移転・進出が加速化した。この時期以降，政府の政策に対する基本的スタン

スは，高度経済成長期末期以降の「国土の均衡ある発展」路線から「我が国経済

の構造改革路線」へと転換し，公共事業は激減し始めた。しかし他方においては

地球環境問題，地球温暖化問題が積極的に取り上げられ，森林の二酸化炭素吸収

源問題が京都議定書問題との絡みからも真剣に議論されるに至った２６）。

国内においては全部門においてリストラがドラステイックに進み，相対的過剰

人口が労働市場に滞留した。以前の段階における相対的過剰人口は中高年層が主

体であったが，今回の特徴は中高年層のリストラされた労働者に加えて，若年の

フリーターやニートが大量に滞留していることである２７）。一方においては１９９８年

度以降において厚生労働省による緊急雇用対策事業が実施され，森林整備に対し

てもこの事業が行われることとなった。２０００年には林野庁によって，新規就業者

確保総合対策，２００１年度には林業就業促進総合対策が実施された。ここではイン

ターネットを活用しての就業相談システム，ガイドスクール，就業希望者募集等

を実施した。また新規就労・相談対策や，全国各地に会場を設置して就業相談会

や林業労働新規参入キャンペーン等も実施された。厚生労働省は緊急雇用対策事

業の一環として各都道府県に緊急雇用創出特別交付金を交付して，その使途の一

つとして森林整備に関わる事業を認めた。多くの都道府県は森林整備部門に補助

金の多くを投下したが，とは言えこの事業は６ヶ月と雇用期間が限られており，

プロの林業労働とはかけ離れた質の失業対策事業的意味合いを持ったものであっ

た。そこで林野庁は２００２年からこの事業と連携する形で，緑の雇用担い手育成事

業を実施し，地域に定着したプロの森林管理の担い手を確保すべく専門技能・技

術研修制度を創設し，今日に至るまでこの枠組みによる新規就労者の確保に取り

組んでおり，多くの地域では成果が現れはじめてきている。

また１９９０年代に所謂新しいライフスタイルに基づいて都会から新規参入した森

林管理労働者が定着した地域の中には，彼らが地域内の女性と結婚し完全に地域

に根付き，これを機会に地域内の新規高校卒業者が毎年森林管理労働に新規参入

し就業するような枠組みができつつある事例も出始めている。新しいライフスタ

イルに基づいた新規参入労働者の定着を機会に森林管理労働の地域労働市場にお

ける見直しが行われ，森林管理労働者の持続的再生産が可能になりつつある地域

の出現である２８）。

都道府県は程度の差こそあれ何処も財政危機に陥っており，２０００年代に入って

その状況はより一層深刻化してきている。そのような状況の中で国民の血税をよ

り効率的に使うべく入札制度の導入が図られてきている２９）。この方向性は森林整

備部門にも及び，今まで旧態依然たる枠組みでの所謂クスターリ的な保守的な形

であったこの部門も革新が求められてきており，様々な努力が行われている。こ

の方向性は森林管理労働部門においても避けては通れないものであり，財政危機

という条件の下での各自治体や各事業体の取り組みの成果が期待される。だが他

方においては林業労働の特殊性を全く無視し，林業労働がプロの労働であること

を忘れ去り，或いはプロの労働であることを認識すらできずに，一般の不熟練労

働者の仕事として森林管理労働の技能・技術を秤量せずに，極端な規制緩和を実

施し，あって無きが如き非常に低いハードルの下に入札制度によって森林管理労

働者の社会保障，退職金や福利厚生制度の適用を不可能にする水準での落札で，

旧来からの森林管理労働者育成政策の枠組み維持を不可能にするような動きも出

始めている。２０世紀型の我が国の工業化段階的な展開の枠組みの中においては土

木建設事業体が必然的に肥大化していたが，ポスト工業化段階或いは高度工業化

段階に移行の進んでいる２１世紀初頭の現在，土木建設業界のリストラがドラステ

イックに進行している。労働力不足の森林管理部門に相対的過剰人口化している

土木建設業の下で就労していた現場労働者を活用するという方向性は一つの方向

性として認めることができる。しかしその際に留意しなければならないことは，

森林管理労働はプロの労働であり非常に危険な労働であることである。ある一定

の技術水準に到達したのみが森林管理労働への参入が可能となるべきであろう。

国段階や地方自治体段階では規制緩和が進んでおり，公共事業の一環としての森

林整備の入札資格要件等に関しても，特にその事業体の技術水準等にまで大幅に

規制緩和し，プロでなくても入札することができる枠組みを造って混乱を齎して

いる自治体も存在している。このような状況が続いていけば，森林整備が労働力

の破壊，森林の破壊に繋がる危険性も存在している３０）。新規参入労働者に関して

はプロの労働者として活躍することが可能な研修制度及び資格制度を確立するこ
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とが早急になされねばならないであろう。

今後の森林管理労働の研究に関して先ずなさなければならないことは，現場に

おいて第一線で就労している森林管理労働者の置かれた状態を正確に把握し，彼

等の社会経済的性格を科学的に明らかにすることである。このことができれば，

彼ら森林管理労働者が自己の仕事に誇りを持って，かつ自己の将来に展望を持っ

て就労できる枠組みを構築していくことに繋がるであろう。そうすることで森林

の多面的諸機能を十二分に発揮できる森林を労働過程の段階で構築できるプロの

人材を確保し得る諸条件を造り上げていくことであろう。その為には過去５０年以

上にわたり先人が地道に着実に積み上げてきた林業労働研究の成果という確固た

る基盤を踏まえ，我が国の森林管理労働者のおかれた現在の状況を科学的に把握

することが，先ず求められている。

現在我が国は少子高齢化社会に突入しており，現在１億２千万人を数える人口

は今後約７千万人にまで減少すると予測されている。少子高齢化社会の進展に加

えて，２０００年代に入ってからのわが国における市場原理主義に基づく構造改革路

線は森林管理の担い手たる農山村居住の住民の生活基盤を失わせる方向に向かい

つつあり，農山村部居住者の生存基盤を不安定なものにしてきている。このよう

な状況の中で，現在緑の雇用等によって新規参入が増加している新しいタイプの

森林管理労働者を如何様にして確保し，２１世紀型森林管理を労働過程の段階で担

うプロの担い手を確保養成して行くべきかに関して，理論的実証的研究を国際的

視角にたって立って推進していくことが，森林管理労働研究に求められていると

いえよう。

【注および参考文献】

１）大山敷太郎「我国林業労働における封建制と親方制度－労働関係における封建制の

温床親方制度に関する一試論」上，中，下の１，下の２『甲南経済学論集』第３３

号・第３４号・第３８号，１９６０年～１９６１年

２）小池正雄『林業労働の研究』労働科学研究所，１９８８年，５頁

３）古島敏夫『日本地主制史研究』岩波書店，１９５８年

４）先進林業地帯における林業技術の展開に関しては，日本林業技術境界編『林業技術

史 第一巻 地方林業編 上』１９７２年３月を参照のこと。吉野，尾鷲，青梅，西川，

智頭，天竜，日田林業等に関して詳細に論じられている。

５）当時の林業における労働実態に関して技術的側面からは，藤林誠・辻隆道『林業労

働図説』地球出版，１９５９年に詳しい。また社会経済学的側面からの接近としては，

宇野弘蔵監修・東京大学社会科学研究所編『林業経営と林業労働』農林統計協会，１９５４

年，藤本武他『林業労働賃金に関する研究報告書－国有林直営生産事業における－』

林野庁，１９５０年，山岡亮一・山崎武雄編著『林業労働の研究』有斐閣，１９６３年等が

存在している。

６）野々村豊「林業労働をめぐる諸問題」筒井迪夫編著『林政学』地球社，１９８３年

７）小関隆棋「北海道における林業労働力の需要について」『林業経済』No．１２，１９４９年

８）小林裕『林業経営と機械化の歴史』日本林業調査会，１９６３年

９）小関隆棋「林業賃労働の性格と構造」『林業経済』No．１２５，１９５９年，神沼公三郎

「官行伐事業における「伐りだし労働組織に関する研究」『北海道大学農学部演習林

研究報告』第３４巻２号，１９７７年

１０）この時期に次の三つの「組」に関する論文が公表された。①奥地正「伐出労働力と

「組」組織－京都府山国における素材生産の構造－」『林業経済』No．２０２，１９６５年，

②福島康記「素材の生産構造－北海道の実態を中心として－」『林業経済』No．２１２，１９６６

年，③村尾行一「素材生産の発展と従事者問題」倉沢博編著『林業基本法の理解』１９６５

年

１１）奥地正「森林組合事業の展開と民有林業の再編成」林業構造研究会編『日本経済と

林業・山村問題』東京大学出版会，１９６７８年，藤川昇「民有林における造林労働者専

業化政策」山村経済研究シリーズ１号『造林労働者とその組織』山村経済研究所，１９８３

年

１２）半農型労働者論は先ず，山岡・山崎編著『林業労働の研究』（有斐閣，１９６３年）に

おいて展開されて以来，論争がなされた。半農型林業労働者に関しては，八木俊彦

「我が国林業労働力の基本的性格」（『鳥取大学農学部演習林報告』第１５号，１９８５年）

で的確な整理がなされている。

１３）このように専業化政策の枠組みを構築してきたが，しかし林業労働力の不足は一貫

して継続していた。１９７５年の林政審議会施策部会報告「林業労働対策について」の

理解では，基幹的な林業労働力については従来からの専業化路線をより一層貫徹さ

せ，雇用関係の明確化，近代化を進めるが，それと同時に兼業労働力についても，

兼業労働力はそれ自体安定的な存在であるばかりではなく，将来とも作業の季節性
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を避けられない林業にとっても地域社会にとっても重要な存在であるとの認識から，

彼ら兼業労働力を自家労働又は農業，他の業種との組み合わせによって就労の安定

を図りながら基幹的林業労働者の補充として活用する方針を打ち出した。林業労働

研究会編『林業労働問題を考える』日本林業調査会，１９７６年，野口俊邦「山村労働

市場の構造変化と林業労働者」奥地・鷲尾編著『転換期の林業・山村問題』新評

論，１９８３年

１４）林業労働者の性格規定を意識した所謂林業における作業組織「組」に関して整理し

た論文としては，以下の４論文を上げることができよう。①吉沢四郎「戦後林業労

働力問題研究の一検討（１）」『林業経済』No．２３２，１９６８年，②半田良一「林業の労

働力組織」『林業経営』地球出版，１９７２年，③遠藤日雄「戦後伐出労働組織研究の遺

産と課題」『林業経済』No．４５６，１９８６年，④古川泰「戦後林業問題研究の軌跡と今後

の研究課題」『林業経済研究』No．１１９，１９９１年

１５）羽賀正雄「林業の退職金制度について」『山林』No．１３４４，大日本山林会，１９９６年，

小池正雄「林業労働者に対する退職金制度適用に関する歴史と現状」『信州大学農学

部演習林報告』３７号，２００１年

１６）有永明人「林業生産と「自然保護」の論理」『日本林学会北海道支部講演集』１９７３

年，野々村豊「林業労働における労働災害防止問題」筒井編著『森林文化政策の研

究』東京大学出版会，１９８８年，小池正雄『林業労働の研究』労働科学研究所，労働

科学叢書第８４号，１９８８年

１７）細川汀『現代合理化と労働医学』労働経済社，１９７８年，武谷三男編著『安全性の考

え方』岩波書店，１９６７年。

１８）日本林業調査会編『労働力問題と林業・木材産業』１９９１年，林業経済学会「林業労

働力の再生産条件をめぐる諸問題」『林業経済研究』No．１１９，１９９１年

１９）林野庁企画課監修，林業制度研究会編『森林の流域管理システムの解説』日本林業

調査会，１９９０年

２０）林野庁林業労働対策室「林業労働力の育成確保の方向」『林野時報』３９巻１号，１９９２

年

２１）小池正雄「林業の高性能機械化段階における作業組織の研究」信州大学森林科学論

叢Ⅱ『森林と環境の創造』銀河書房，１９９６年

２２）労働省職業安定局地域雇用対策課『林業事業体における雇用管理改善の取り組み事

例集』１９９４年，古川泰「伐出労働力の地域再生産の課題」『林業経済』No．５６９，１９９６

年，全国林業構造改善協会『林構事業の成果と課題－林業生産担い手対策・その現

状と新たな取り組み－』１９９５年

２３）鈴木尚夫「山村における農民層の分解」『林業経済論序説』東京大学出版会，１９７１

年。この論文において氏は林業労働力の近代化の限界を林業内部の資本・賃労働関

係から指摘した。現在の林業労働政策は林業の枠組みを越えたところで実施されつ

つある。

２４）小池正雄「労働基準法の林業への完全適用に関する一考察」『労働科学』７１巻１１

号，１９９５年

２５）林野庁林政課・企画課監修『新たな林業・木材産業政策の基本方向－林業・木材産

業の再生への処方箋から林野三法へ－』地球社，１９９６年

２６）林業における労働組合運動に関する文献としては，以下の文献があげられる。①

野々村豊「林業労働組合に関する一考察」『林業経済』No．９４，１９５６年，②坂本一敏

「民有林労働運動史試論」『林業経済』No．１６５，１９６２年，③笠原義人「戦後民有林労

働運動の展開」『林業経済』No．３１３，１９７４年，④田中純一「林業労働者の現状と運

動」『林業経済』No．３３２，１９７６年，⑥山田良治「戦後山林労働組合の展開と機能」

『林業経済』No．３４５，１９７７年，⑦野口俊邦「林業労働者の組織化について」『林業経

済』No．３７６，１９８０年

２７）森林が二酸化炭素吸収源として認知される森林管理を実施していくための森林管理

労働者確保に関わる諸問題解決が必要である。緑の雇用もその担い手確保対策と位

置づけることが出来よう。

２８）我が国経済の構造改革路線に明確に転換した２００１年以降において，経済のグローバ

ル化はより一層進展し，所謂格差社会化が進んできており，ニート，フリーターが

その結果として大量に労働市場に滞留することになった。

２９）森林管理労働者に対する社会保険，退職金制度等の適用の枠組みが整備されたとは

いえ，その適用に関しては未だに未適用事業体が多い中での，今回の入札制度の導

入は，山で働く労働者の１９６０年代の無権利無社会保障の状況への先祖帰り的意味合

いを持つ場合が多く出ており，問題点が多いといえる。

３０）小池正雄「２１世紀型森林管理とその担い手に関して考える」『国民と森林』第８４

号，２００３年
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Ⅱ 林業労働論関連文献

１．小関隆棋「昭和初期に於ける北海道林業労働力移動について（１）・（２）」『林業経済』

１巻２号～３号，１９４８年

２．藤本武・高木督夫『林業労働賃金に関する調査』林野庁，１９５１年

３．藤本武「林業労働組織の現状と諸問題－組頭制度の分析と改革の方向－」『林業経済』

No．３７，１９５１年，９～１７頁

４．藤本武「林業労働賃金論（上）（中）（下）」『林業経済』No．３９・４０・４１，１９５２年

５．林野庁『山村経済実態調査書（林業労働篇）』１～３号，１９５３年

６．橘喬「林業労働の諸問題 その４」『労働科学』２９巻３号，１９５３年

７．橘喬・高木督夫『山村経済実態調査書（林業労働篇３号）』林野庁，１９５４年

８．渡辺徹「山林労働と労働組合」京大人文科学研究所林業問題研究会編『林業地帯』高陽

書院，１９５６年

９．梅川勉「林業における労働過程の発展と生産関係」『経済学年報』７集，１９５７年

１０．萩野敏雄「国有林労務管理の諸問題」『林業経済研究会報』No．３０，１９５７年

１１．田中純一「林業労働の性格に関する研究」『林業経済』No．１０５，１９５７年

１２．坂本一敏「パルプ資本と原木調達構造」『林業経済研究会報』No．３２，１９５８年

１３．全林野労組『山に働く人々（正・続）』全林野労組中央本部，１９５８・１９５９年

１４．野々村豊「伐出労働力調達機構の分析」『林業経済』No．１１７，１９５８年

１５．梅川勉「林業における賃労働の特質と労働条件」『経済学雑誌』３９巻４号，１９５８年

１６．野々村豊「小関氏の「林業賃労働の性格と構造」について」『林業経済』No．１２８，１９５９

年

１７．林野庁編『国有林労働運動史 １巻』林野弘済会，１９５９年

１８．神山武広編『山に働く人々 ２集』全林野労働組合，１９５９年

１９．坂本一敏「素材生産の構造」倉沢博編『日本林業の生産構造』日本林業調査会，１９６１

年

２０．野々村豊「山村賃労働力の存在形態－神奈川県足柄郡山北町三保地区の調査－」『林業

経済研究会報』No．５３，１９６１年

２１．田中純一「我国林業労働の現状と今後の問題点」『林業経済』No．１６４，１９６２年，５～１７

頁

２２．大崎六郎「林業労働問題の所在とその解決への方向」『林業経済』No．１６４，１９６２年，１８

～２６頁

２３．阿部正昭「西ドイツ林業労働に関する一試論」『林業経済』No．１６５，１９６２年，４１～５２頁

２４．田中純一「林業労働の現状と問題点」『林業経済』No．１６４，１９６２年

２５．山崎武雄「林業生産と林業労働」山岡亮一・山崎武雄編著『林業労働の研究』有斐閣，１９６３

年

２６．鶴島雪嶺「民有林の労働組合」山岡亮一・山崎武雄前掲編著，１９６３年

２７．坂本一敏「林業労働者の固定化をめぐって」『林業経済』No．１８３，１９６４年，１～９頁

２８．寺田公治「民有林業労務組織化の基本的な問題点」『林業経済』No．２０５，１９６５年，２４～

２８頁

２９．神山武広「続山に働く人々」『ぜんりんや』２８号，１９６５年

３０．生井郁郎「北海道の林業労働（１）～（４）」『北海道農林研究』２９・３１・３３・３５号，１９６５

～１９６９年

３１．西川善介「林業労働組織の体系化に関する研究」『林業経営研究所研究報告』６５

（８），１９６６年

３２．吉沢四郎「山林労働組合の構造と機能－山村社会の展開と山林労働組合－」野村勇編

著『資本主義的林業経営の成立過程』日本林業調査会，１９６６年

３３．吉沢四郎「山村社会の展開と山林労働組合」『村落社会研究 ３集』塙書房，１９６７年

３４．田中純一「林業労働の社会経済学的研究」『林業経営研究所研究報告』６５（１０）），１９６７

年

３５．山崎武雄「林業労働の近代化」『甲南経済学』７巻４・５号，１９６７年

３６．和孝雄「最近の北海道における林業労働の存在形態－伐出労働を中心にして－」『林業

経済』No．２４１，１９６８年，１１～２０頁

３７．生井郁郎「北海道における育林労働力の供給構造」『林業経済』No．２４１，１９６８年，１～

１０頁

３８．隅田達人『欧州と日本の林業労働』千代田出版，１９６８年

３９．田中純一「国有林野事業賃金体系史」『林業経営研究所研究報告』，１９６８年

４０．奥地正「林業労働組織に関する研究（１）」『林業経営研究所研究報告』，１９６８年

４１．野々村豊「現下の林業労働問題について」『林業経済研究会報』No．７４，１９６８年

４２．吉沢四郎「林業労働力の存在形態－大井川流域の大規模林業経営を中心として－」『林

業経済研究会報』No．７４，１９６８年

４３．笠原義人「森林組合における資本と労働」『林業経済研究会報』No．７５，１９６９年

４４．全林野労働組合『樹海からの告発－林業黒書－』社会新報，１９７０年

４５．奥地正「悪化する林業労働」『農林統計調査』２０巻１２号，１９７０年
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Ⅱ 林業労働論関連文献
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１巻２号～３号，１９４８年
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７１．有永明人「７０年代国有林経営の動向－その直営事業を中心に－」『林業経済』
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１２０．有永明人「国有林経営とその労働力編成－基幹作業員制度との関連で－」『林業経済』

No．４００，１９８２年，２～１１頁

１２１．柿沢宏昭「国有林をめぐる賃労働の現段階的性格」『林業経済』No．４１０，１９８２年

１２２．小川誠「林業労働力の地方間移動」『林政総研レポート』No．１９，１９８２年，４～６２頁

１２３．小池正雄「林業における機械化と職業病」『労働科学』５８巻２号，１９８２年，９７～１０９頁

１２４．福島康記「林業労働力の現状と問題点」『森林文化研究』４巻１号，森林文化協会，１９８３

年

１２５．加藤光一「農林業労働力の存在形態と就業構造－労働市場分析の一環として－」『林

業経済研究』１０４号，１９８３年

１２６．林業労働研究会編『造林労働者とその組織』山村経済研究シリーズ No．１，１９８３年

１２７．鈴木喬「国有林と請負事業体」『林政総研レポート』No．２３，１９８３年

１２８．藤本武『組頭制度の研究』『労働科学研究所労働科学叢書』６９号，１９８４年

１２９．小関隆棋「林業の労働過程と林業労働問題」鈴木尚夫編著『現代林業経済論』日本林

業調査会，１９８４年
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１３０．柿沢宏昭「北海道における素材生産および造林請負資本とその労働力編成」『林業経

済研究』No．１０７，１９８４年

１３１．山之口誠人「林業労働における「出来高制」について－K森林組合の直営直用・「出

来高」制－」『林業経済研究』No．１０６，１９８４年，２０～２１頁

１３２．林業労働者生活実態調査研究会『民間林業労働者生活実態調査報告書』，１９８４年

１３３．小池正雄「吉野林業における労働問題（上）（中）（下）」『林業経済』No．４３１・４３２・

４３４，１９８４年，２５～２９・２９～３１・１４～１６頁

１３４．八木俊彦「我国林業労働力の基本的性格」『鳥取大学農学部演習林報告』１５号，１９８５

年

１３５．林業労働研究会編「木材伐出構造の現代的諸側面」『山村経済研究シリーズ』３号，

山村経済研究所，１９８５年

１３６．柿沢宏昭「北海道林業の現局面と資本による労働力編成に関する研究」『北海道大学

農学部演習林報告』２巻３号，１９８５年

１３７．柿沢宏昭「北海道における素材生産および造林請負事業体とその労働力編成」『林業

経済研究』No．１０７，１９８５年

１３８．鈴木喬「我国の素材生産と森林組合の位置づけ」『林業経済研究』No．１０７，１９８５年

１３９．高松誠「国有林・民有林労働者の健康問題の移り変わり」『労働の科学』４０巻２号，１９８５

年

１４０．桜井ひとみ「山村における婦人労働の役割」『林業経済』No．４４４，１９８５年，１７～２３頁

１４１．山之口誠人「伐出労働者の専業化問題－半農半労型労働力との係わりにおいて－」

『林業経済研究』No．１０９，１９８６年，８１～８９頁

１４２．岡森昭則「林業労働生産性向上のための労務編成のあり方に関する研究」『昭和６０年

度科学研究費補助金（一般研究 C）研究成果報告書』，１９８６年

１４３．牧野倫美「女子林業労働者の就業状態と析出構造に関する研究－森林組合作業班にお

ける存在形態の二類型－『林業経済研究』No．１０９，１９８６年

１４４．遠藤日雄「伐出技術の展開と労働組織－福岡県八女地方の電柱用材林業を中心として

－」『林業経済研究』No．１０９，１９８６年

１４５．小関隆棋「林業労働の研究をめぐって」『林業経済研究所４０年の歩み』林業経済研究

所，１９８７年

１４６．有永明人「戦後・国有林経営の展開と労働力編成」『林業経済』No．４６１，１９８７年，４

～７頁

１４７．笠原義人「戦後国有林労働運動の展開過程」『林業経済』No．４６４，１９８７年，１１～２０頁

１４８．有永明人「戦後国有林経営の展開と労働力編成」有永・笠原編著『戦後日本林業の展

開過程』筑波書房，１９８８年

１４９．石井寛「道有林経営の展開過程と労働力編成」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５０．大橋邦夫「山梨県有林経営の展開過程と労働力編成」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５１．飯田繁「中小林家の経営と労働」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５２．野口俊邦「零細林家の再生産構造と林業労働力」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５３．野口俊邦「山村労働市場の再編と林業労働」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５４．笠原義人「戦後林業労働運動の展開過程」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５５．笠原義人「林業危機の現段階と主体形成」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５６．八木俊彦「半農半労型論と林業労働力」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５７．野々村豊『日本林業労働論』日本林業調査会，１９８８年

１５８．橋本玲子「円高不況下の山村労働市場再編」『林業経済研究』No．１１４，１９８８年

１５９．菊間満「雇用・失業問題と林業労働者生産協同組合の課題」『林業経済』No．４７７，１９８８

年

１６０．内山節「山村的労働過程の性格について」『林業経済』No．４７７，１９８８年，１～６頁

１６１．藤原三夫「戦後育林生産－労働過程の事例研究－滋賀県造林公社の労働力編成と作業

管理形態－」『林業経済研究』No．１１５，１９８９年，５５～６１頁

１６２．奥地正「林業生産と林業労働の展開」半田良一編著『日本の林政』日本林業調査会，１９８８

年，３０９～３２０頁

１６３．小池正雄「戦後における林業労働の福利厚生政策の展開」半田良一前掲書，１９８８年，３２１

～３３２頁

１６４．小池正雄「我国林業と労働者の健康」西尾雅七監修・細川汀編著『新労働科学論』労

働経済社，１９８８年，４３０～４４６頁

１６５．古川泰「山村労働市場の展開と林業労働の位置」『林業経済研究』No．１１６，１９８９年

１６６．山之口誠人「中・小林家の経営と森林組合作業班について（１）」『林業経済』

No．４８８，１９８９年，１～１５頁

１６７．小池正雄「円高以降における林業危機の発現形態－吉野林業を事例として－」『林業

経済』No．４９３，１９８９年，１０～２１頁

１６８．小池正雄「林業における経営と労働問題について－ヘリコプター集材とのかかわりで

－」『林業経済』No．４９４，１９８９年，１６～１９頁

１６９．笠原義人「林業労働問題の分析視点」『林業経済研究』No．１１８，１９９０年，７２～７３頁

１７０．野田英志「若手林業労働力確保をめぐるあらたな動き－熊本県小国町を中心に－」
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１３０．柿沢宏昭「北海道における素材生産および造林請負資本とその労働力編成」『林業経

済研究』No．１０７，１９８４年

１３１．山之口誠人「林業労働における「出来高制」について－K森林組合の直営直用・「出

来高」制－」『林業経済研究』No．１０６，１９８４年，２０～２１頁

１３２．林業労働者生活実態調査研究会『民間林業労働者生活実態調査報告書』，１９８４年

１３３．小池正雄「吉野林業における労働問題（上）（中）（下）」『林業経済』No．４３１・４３２・

４３４，１９８４年，２５～２９・２９～３１・１４～１６頁

１３４．八木俊彦「我国林業労働力の基本的性格」『鳥取大学農学部演習林報告』１５号，１９８５

年

１３５．林業労働研究会編「木材伐出構造の現代的諸側面」『山村経済研究シリーズ』３号，

山村経済研究所，１９８５年

１３６．柿沢宏昭「北海道林業の現局面と資本による労働力編成に関する研究」『北海道大学

農学部演習林報告』２巻３号，１９８５年

１３７．柿沢宏昭「北海道における素材生産および造林請負事業体とその労働力編成」『林業

経済研究』No．１０７，１９８５年

１３８．鈴木喬「我国の素材生産と森林組合の位置づけ」『林業経済研究』No．１０７，１９８５年

１３９．高松誠「国有林・民有林労働者の健康問題の移り変わり」『労働の科学』４０巻２号，１９８５

年

１４０．桜井ひとみ「山村における婦人労働の役割」『林業経済』No．４４４，１９８５年，１７～２３頁

１４１．山之口誠人「伐出労働者の専業化問題－半農半労型労働力との係わりにおいて－」

『林業経済研究』No．１０９，１９８６年，８１～８９頁

１４２．岡森昭則「林業労働生産性向上のための労務編成のあり方に関する研究」『昭和６０年

度科学研究費補助金（一般研究 C）研究成果報告書』，１９８６年

１４３．牧野倫美「女子林業労働者の就業状態と析出構造に関する研究－森林組合作業班にお

ける存在形態の二類型－『林業経済研究』No．１０９，１９８６年

１４４．遠藤日雄「伐出技術の展開と労働組織－福岡県八女地方の電柱用材林業を中心として

－」『林業経済研究』No．１０９，１９８６年

１４５．小関隆棋「林業労働の研究をめぐって」『林業経済研究所４０年の歩み』林業経済研究

所，１９８７年

１４６．有永明人「戦後・国有林経営の展開と労働力編成」『林業経済』No．４６１，１９８７年，４

～７頁

１４７．笠原義人「戦後国有林労働運動の展開過程」『林業経済』No．４６４，１９８７年，１１～２０頁

１４８．有永明人「戦後国有林経営の展開と労働力編成」有永・笠原編著『戦後日本林業の展

開過程』筑波書房，１９８８年

１４９．石井寛「道有林経営の展開過程と労働力編成」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５０．大橋邦夫「山梨県有林経営の展開過程と労働力編成」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５１．飯田繁「中小林家の経営と労働」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５２．野口俊邦「零細林家の再生産構造と林業労働力」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５３．野口俊邦「山村労働市場の再編と林業労働」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５４．笠原義人「戦後林業労働運動の展開過程」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５５．笠原義人「林業危機の現段階と主体形成」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５６．八木俊彦「半農半労型論と林業労働力」有永・笠原前掲書，１９８８年

１５７．野々村豊『日本林業労働論』日本林業調査会，１９８８年

１５８．橋本玲子「円高不況下の山村労働市場再編」『林業経済研究』No．１１４，１９８８年

１５９．菊間満「雇用・失業問題と林業労働者生産協同組合の課題」『林業経済』No．４７７，１９８８

年

１６０．内山節「山村的労働過程の性格について」『林業経済』No．４７７，１９８８年，１～６頁

１６１．藤原三夫「戦後育林生産－労働過程の事例研究－滋賀県造林公社の労働力編成と作業

管理形態－」『林業経済研究』No．１１５，１９８９年，５５～６１頁

１６２．奥地正「林業生産と林業労働の展開」半田良一編著『日本の林政』日本林業調査会，１９８８

年，３０９～３２０頁

１６３．小池正雄「戦後における林業労働の福利厚生政策の展開」半田良一前掲書，１９８８年，３２１

～３３２頁

１６４．小池正雄「我国林業と労働者の健康」西尾雅七監修・細川汀編著『新労働科学論』労

働経済社，１９８８年，４３０～４４６頁

１６５．古川泰「山村労働市場の展開と林業労働の位置」『林業経済研究』No．１１６，１９８９年

１６６．山之口誠人「中・小林家の経営と森林組合作業班について（１）」『林業経済』

No．４８８，１９８９年，１～１５頁

１６７．小池正雄「円高以降における林業危機の発現形態－吉野林業を事例として－」『林業

経済』No．４９３，１９８９年，１０～２１頁

１６８．小池正雄「林業における経営と労働問題について－ヘリコプター集材とのかかわりで

－」『林業経済』No．４９４，１９８９年，１６～１９頁

１６９．笠原義人「林業労働問題の分析視点」『林業経済研究』No．１１８，１９９０年，７２～７３頁

１７０．野田英志「若手林業労働力確保をめぐるあらたな動き－熊本県小国町を中心に－」
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『林業経済研究』No．１１８，１９９０年

１７１．岡森昭則「林業労働力の存在形態と組織化に関する研究」『九州大学農学部演習林報

告』No．６２号，１９９０年，１～９９頁

１７２．鷲尾良司「林業労働力の現状と再生産の課題」『林業経済研究』No．１１９，１９９１年，４

～５頁

１７３．古川泰「戦後林業労働問題研究の軌跡と今後の研究課題」『林業経済研究』No．１１９，１９９１

年，１４～２７頁

１７４．泉英二「林業労働力の組織化について」『林業経済研究』No．１１９，１９９１年，９～１０頁
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Ⅲ 林業労働論選著解題

選著７－１

小関隆祺「林業賃労働の性格と構造」『林業経済』No．１２５，１９５９年，１～１１頁

解題：それまで現象論的な林業労働特殊性論に経済学的な批判を加え，賃労働一

般の性格と構造の上に林業賃労働の特殊性が積み上げられ具体化していると指摘

した。労働市場における林業労働力の需要構造と供給構造の分析という方法論を

ふまえ，戦後の北海道の伐採（斫伐）労働に関する実態調査から，伐採労働の特

殊性は労働手段と組み合わされた労働力商品の道具もち労働にその本質があるこ

と，現象形態である所有する道具の価格等が林業労働者の階層性と労働過程等に

も大きな影響を与えることを明らかにした。

選著７－２

福島康記「素材の生産構造－北海道の実態を中心として－」『林業経済』

No．２１２，１９６６年，１３～２１頁

解題：福島氏は，林業労働問題を解明するのには「技術的特性によって形成され

る固有の労働過程をめぐる諸関係の実態解明に直接とりつくのが最も手っ取り早

い。生産の最底辺にまで降りて論理を再構成しなければならない」として，素材

生産研究の深化を図る方法として「組」を検出し，その性格を把握した。氏は①

「組」論をこの段階における諸論客の議論の水準を踏まえた上で，この段階にお

ける素材生産の機械化水準との関わりから生産力論，規模論にも及んで論及し，

②「組」論を前段階の「組頭制」論との関わりから展開し，その性格規定を行っ

た。本論文によって「組」論研究は一区切りをなすこととなった。

選著７－３

吉沢四郎「戦後林業労働力問題研究の一検討（一）」『林業経済』No．２３２，１９６８

年，１～１７頁

解題：我が国の戦後高度経済成長期に至るまでの林業労働問題研究に関する主要

文献を網羅して，林業労働研究の軌跡を客観的・科学的に分析した。この論文は

この後に林業労働を本格的に研究しようとする若手を中心とした研究者の研究の

基本的熟読文献として機能し，ここからスタートして多くの研究業績が積み上げ

られることとなった。１９７０年代以降における林業労働研究に果たした本論文の役

割には大きなものがある。

選著７－４

生井郁郎「北海道における育林労働力の供給構造」『林業経済』No．２４１，１９６８

年，１～１１頁

解題：戦後北海道有林を主な対象に，その育林労働力供給構造と労働力編成が，

「拡大造林」に対応し，昭和３０年代までの農山村過剰人口と都市停滞層及び出稼

ぎ労働力に依拠した直営方式から，昭和４０年代の地域労働市場の拡大による育林

労働力の流失から育林請負，すなわち請負企業のウエイトが拡大したことを豊富

な現場調査と事例分析から実証した。愛林組合や造材業者による育林請負は，育

林労働力不足の戦中においてもみられたとする指摘は，今日的な歴史研究上も重

要である。

選著７－５

奥地正「林業生産の「合理化」と林業労働」林業構造研究会編『日本経済と林

業・山村問題』１９７８年，２６９～３０３頁

解題：１９６０年代「高度経済成長」過程を経て１９７０年代のドル危機，石油ショック

以降の我が国の構造的不況期への突入の中において外材支配体制はより一層深化

し，我が国林業・山村の構造は大きく変化した。それに規定されて林業生産の労

働過程を第一線で担っていた林業労働者の存立諸条件，林業労働問題も大きな変

貌を遂げた。本論文は国有林野事業の「合理化」と国有林労働者，及び民有林の

森林組合「労務班」の発展と民有林労働者という，国・民有林二つの領域におけ

る林業生産の「合理化」の中における林業労働問題に関して実態調査に基づき理

論的に解明している。
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選著７－６

菊間満「国有林野の地元利用と育林労働組織の展開構造－委託林制度の史的分析

－」『北海道大学農学部附属演習林研究報告』第３７巻第２号，１９８０年，４７９～６０８

頁

解題：戦前期国有林の造林労働組織が特別経営事業期の直営方式から，造林地管

理労働が支配的になる中で村落請負方式に移行し，請負関係の物的担保として委

託林制度が展開した。それは，国有林の地主直営経営から委託林（土地）をテコ

とする国有林と地元農家の債務労働関係へ歴史的逆転であり，戦中に簡易委託林

制度として行政組織の性格を帯びつつ，戦後国有林野法改正の中で解体していっ

た。この解体の上に，国有林造林労働力と地元施設の近代化，そして国有林労働

運動が進んだことを明らかにした。

選著７－７

有永明人「戦後労働運動と全林野労働組合－佐野稔著「日本労働組合論」を読ん

で－」『林業経済』No．４８９，１９８９年，２９～３２頁

解題：書評とはいえ字数６千字半に及ぶ実質的な研究ノートである。特に著書の

後半を占める全林野運動に関する分析について，それが著者の主観主義に基づく

労働組合主義からの分析である点で限界をもつこと，それ故全林野運動の客観的

な歴史的総括になりえていないと批判する。牛馬から人間へのスローガンに結集

した戦後の国有林労働者の東北闘争の意義は，国有林経営の民主化と地域民主化

にあり，その立場から全林野労働組合運動の果たすべき役割と課題を明らかにす

べきであると，著者を批判しつつ指摘した。

選著７－８

小池正雄「新しいライフスタイルに基づく林業労働者に関する一考察」『信州大

学農学部紀要』第２９巻第２号，１９９２年，８９～１０３頁

解題：小池氏は１９８０年代末以降に，旧来からの所謂半農半労型労働者の林業労働

への新規参入が激減し，林業労働力の量的減少と質的低下が叫ばれていた状況の

中で，長野県下の実態調査の中で，今までの供給源とは明らかに異なった都市部

からの若手の林業労働者の存在を確認した。彼らの実態調査の中で彼らの性格を

把握し，彼らは新しいライフスタイルに基づいた林業労働者であることを指摘し

た。この研究を嚆矢としてこれ以降１９９０年代から現在に至る林業労働力に関する

研究は，「新しい林業労働者」に関する研究がほとんどとなった。

小池 正雄（信州大学農学部）

菊間 満（山形大学農学部）

古川 泰（高知大学農学部）
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